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POINT 1

ESG課題への取組みを、役員報酬
に結びつけることへの期待
投資家や他のステークホルダーからは、企
業が自社を取り巻くESG課題への対応をさ
らに推し進め、それらを役員報酬などのガ
バナンス領域にも直接結びつけるべきである
との声が徐々に大きくなってきている。今後、
企業の報酬委員会には、役員報酬がESGア
ジェンダをサポートしていること、そしてサス
テナブルな成長を促していることのモニタリ
ングが期待される。

POINT 2

明確なESG指標を報酬の算定に
組み込む英国企業に対し、日本企
業は算定指標が不明であるケース
が大半という結果に
英国のFTSE100企業と日本のTOPIX100企
業の報酬設計について、開示資料を基に調
査したところ、日本企業においては、算定に
用いられた指標が具体的ではなく 「ESGの取
組み状況」や 「ESG評価」といった曖昧な説
明にとどまるものが多い結果となった。また、
ESG関連インデックスへの組入れや、外部の
ESG評価機関によるレーティングを評価に
用いる企業が多いことも、日本企業の特徴
としてみられた。ESG評価機関による評価は
影響が高く、客観的な指標ではあるものの、
企業独自のESGアジェンダと必ずしも整合
していない可能性がある点には留意が必要
となる。

POINT 3

ESG指標のパフォーマンスと報酬
の連動は、長期的なサステナビリ
ティへのコミットメントを示し、倫
理的な行動を促す
ESGに関する課題への対応が、将来の企業
価値に大きく影響し得るとの認識は浸透し
つつある。ESGの要素を含む、幅広いレンズ
を通して、立案された戦略に基づくさまざま
な取組みを進展させ、その成果を確実なも
のとし、企業価値に結びつけていくためには、
取締役、そして業務執行の推進を担うエグ
ゼクティブによるリーダーシップが不可欠で
ある。ESGアジェンダ遂行の推進力となるべ
きエグゼクティブのインセンティブとして、役
員報酬が果たす役割は大きく、今後の進展
が期待される。
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期的で持続可能な成長を戦略の中心に据える企業が増えるなか、
投資家をはじめとするステークホルダーからは、関連するESG課題

への対応をさらに推し進める施策の1つとして、ESG課題への対応と役員
報酬などのガバナンス領域を直接結びつけることへの期待が高まっています。
本稿では、K P M Gが 実施した英国の F T SE 10 0企業と日本の
TOPIX100企業におけるエグゼクティブ報酬とESG関連事項との連動
状況に関する調査の結果を取りまとめた冊子 『サステナブルな成長に向
けた報酬 - エグゼクティブ報酬とESGの連動に関する日英比較』1を概括
し、両国の企業における現状を確認します。また、今後、ESGに関する取
組みの成果を確実なものとするために、役員報酬の観点から検討すべき点、
さらには、これらの取組みを企業価値へと結びつけるためにエグゼクティブ
の報酬制度が果たす役割について考察します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見が含まれること
をあらかじめお断りいたします。
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Ⅰ

ステークホルダーからの期待

気候変動や、組織のあらゆるレベルに
おける人材の多様性への関心の高まりを
背景に、新たな規制やルールが導入され、
企業における取組みや対応も進展しつつ
あります。ESG （環境・社会・ガバナンス）を
はじめとするサステナビリティに関する課
題に真摯に向き合うことは、企業が健全
に事業遂行するにあたって不可避であり、
すべてのセクターにおいて、企業の成功と
存続に直結する課題と言えます。長期的
で持続可能な成長を戦略の中心に据え
る企業が増える一方で、投資家や他のス
テークホルダーからは、関連するESG課題
への対応をさらに推し進め、それらを役員
報酬に反映するなどして、取締役やエグゼ
クティブのインセンティブの仕組みに直
接結びつけるべきであるとの声も徐々に聞
かれるようになりました。そうした声が反映
されたステークホルダーの動きには次のよ
うなものがあります。

1. 投資家

多くの大規模な機関投資家は、企業の
ESG指標とエグゼクティブ・インセンティ
ブがいかに関連付けられているかに関心を
寄せています。機関投資家の見解のなか
には、ESGの視点を考慮することの大切さ
に関する一般的な論説から、ESG指標の
測定方法や粒度に関する具体的な提案
まで、さまざまな形での表明が見られます。
たとえば、役員報酬の一部をESGの要因
に基づくものとすべきとする比較的緩やか
な推奨をする機関投資家が複数ある一方
で、役員報酬に含まれるESG指標が株主
価値の創出とサステナブルな成長に直結
している必要性を強調する機関投資家も
います。
また、ESGリスクを認識する企業の場

合には、それらに関連する測定可能なESG

目標を役員報酬に組み込むべきであると
推奨したり、長期インセンティブの場合に

は、ESG指標による評価で変動する報酬
の割合を報酬総額の3分の1以下にするこ
とを推奨したりするなど、具体的なクライ
テリアを提示する機関投資家もいます。
このように、ESGの指標をどのように組

み込むかについての見解は、投資家によっ
て大なり小なりの差があります。しかし、
ESGの課題と役員報酬の双方への関心
が高まるにつれ、今後、より多くの投資家
が、ESGに関連する目標、特に環境問題
や社会的平等に関連する目標の導入に
高い関心を寄せ、また高まり続けることが
想定されます。

2. 議決権行使助言会社

大手の議決権行使助言会社による議
決権行使助言基準は、ESGをエグゼクティ
ブのインセンティブ報酬に結びつけること
をおおむね支持していると言えます。
たとえば、ある議決権行使助言会社で

は、より多くの企業がマテリアルなESGリ
スクと機会の管理を長期戦略に組み入
れることは適切であり、報酬委員会はこの
側面から検討してマテリアルなESGリスク
の管理状況を、変動報酬の算定要素とし
て考慮することが適切であると表明してい
ます。そのうえで、ESGのパフォーマンスを
定量化すること、そして、それが企業戦略
に関連付けられることを推奨しています。
また、別の議決権行使助言会社では、

ESG要素と関連付けたエグゼクティブ・イ
ンセンティブプランに関する議決権行使
基準を具体的には示してはいないものの、
インセンティブの支払いの決定において、
ESG課題を考慮することを推奨しています。

3. 規制当局の動き

規制当局の動きとして、今回は後述す
るKPMGが実施したエグゼクティブ報酬
調査の対象としている英国と日本について
みてみます。
まず、英国においては、役員報酬への直

接的な関連はないものの、規制当局によ

るESGアジェンダへの注目は当然ながら
高まっています。2021年第1四半期以降、
プレミアム市場に上場する全企業に対
し、TCFDの提言に沿った報告が「コンプ
ライ・オア・エクスプレイン」アプローチの
もと義務付けられました。同様の要請は、
Prudential Regulatory Authority （PRA）に
よる規制対象の金融機関にも適用となっ
ています。さらに、英国財務省が、2023年
までに金融サービス企業の大部分に、同
様の開示を義務化するためのロードマッ
プを公表しています。
また、金融当局である英国 FCAは、現

在、取締役会やエグゼクティブ・コミッティ
における多様性の開示を促進するため、
上場規則の変更に向けたプロセスを進め
ています。
当局による監督の対象は増加しつつあ

り、新たな規制や規制の要求の可能性も
踏まえるならば、企業は常に先を見据え、
事業戦略を策定する際に、関連するESG

の要素を考慮することが不可欠と言えます。
日本においても、2021年 6月に改訂さ

れたコーポレートガバナンス・コードで、自
社のサステナビリティについての取組みや、
人的資本や知的資産への投資と自社の
経営戦略との整合性を踏まえた開示、さ
らにはプライム市場に上場する企業に対
するTCFDの提言、もしくはそれと同等の枠
組みに基づく開示の充実が要求されるな
ど、ESGに係る取締役会の関与と開示の
充実についてより一層の対応が求めらるよ
うになっています。
こうした状況を受け、今後、企業の報酬

委員会には、役員報酬がESGアジェンダ
をサポートしていること、そしてサステナブ
ルな成長を促していることのモニタリング
が期待されると考えられます。

Ⅱ

企業における現状

KPMGは、企業におけるエグゼクティブ
報酬へのESG要素の組入れの状況を把
握するために調査を行いました。英国企
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業の調査は FTSE10 0インデックスの構
成銘柄を対象に、2020年 7月から2021

年 6月までの会計年度の役員報酬報告
における開示情報を、日本企業の調査
はTOPIX100構成銘柄の企業を対象に、
2021年1月1日から12月31日までの1年間
に終了した会計年度の有価証券報告書
における開示情報を参照して行いました。
なお、日本の有価証券報告書では、執

行の役割を担う役員の報酬に関する個
別の記載が求められていないことから、取
締役の報酬のうち、社内取締役の報酬設
計が、執行を担うエグゼクティブの報酬
設計に最も近しいものとして調査しました。

1. エグゼクティブ報酬においてESG要
素を考慮する割合

まずは、ESG要素を考慮する報酬制度
の導入状況について確認しました。英国
のFTSE100企業については、2019年も調
査を行っており、年次賞与や長期インセ
ンティブプラン （LTIP）にESGの要素を取
り入れた英国企業は 2020年は 61％と、
2019年の32％から増加しています。一方、
日本のTOPIX100企業は、FTSE100企業
の2020年の割合よりも低く、40％でした
（図表1参照）。
年次賞与と長期インセンティブプラン

の状況を比較すると、英国のFTSE100企
業では年次賞与にESG要素と連動させる
割合が高いものの、前年からの増加率は
長期インセンティブプランのほうが高くなっ
ています。一方、日本のTOPIX100企業で
は両者の割合が等しい結果となりました。
これは、ESGの取組みが有する長期的

な性質に対する認識の高まりや、ネットゼ
ロ目標や多様性の確保などへの注力を反
映していると考えられます。
また、英国のFTSE100企業では、長期

インセンティブプランよりも年次賞与の
算定にESG指標を組み入れることが一般
的なアプローチとなっていますが、日本の
TOPIX100企業ではそれらの割合が等しく
なっています。

具体的かつ単年での測定が容易な指
標と目標が設定されている場合、測定結
果を定期的に入手する仕組みも整備され
ていると考えられます。その場合、年次賞
与への組入れは比較的容易であると言え
るでしょう。したがって、英国のFTSE100

企業において、年次賞与への組入れがより
多いという調査結果は、英国はESGに関
連する具体的な指標と目標に基づく効果
測定の仕組みが整備されつつあることを反
映していると考えられます。
一方、日本のTOPIX100企業は、報酬

の算定に用いられる指標を具体的に示し
ている企業が少ないため、必ずしもESG関
連の指標や目標の設定が進んでいるわけ
ではないと推察されます。そのため、年次
賞与にESG指標が組み入れられている割
合と長期インセンティブプランとが同水
準になったものと考えられます。

2. インセンティブ付けに用いられてい
るESG指標の種類

報酬設計にESG指標を組み入れる場
合、多くの企業では、個別施策に関する
具体的な目標値に対する結果を用いるか、
組織全体を下支えする取組みの成果測定

を用いるかのいずれかを選択することが想
定されます。
個別の指標を用いる場合、目標は具体

的である必要があることから、GHG排出量
のような、ESGの特定の側面に関連付け
られる傾向があります。一方、全体を下支
えする成果を適用する場合、通常、ESGに
関連する否定的な事象の回避など、より
全般的な指標が用いられます。
そこで、エグゼクティブ報酬において考

慮されているESG指標が、個別の施策に
対する指標なのか、それとも全体を下支え
する指標なのかを調査しました。
英国のFTSE100企業では、年次賞与、

長期インセンティブプランともに、個別の
指標を用いる企業が大多数となりました。
一方、日本のTOPIX100企業は、算定に用
いられた指標が具体的でなく、「ESGの取
組み状況」や「ESG評価」といった曖昧な
説明にとどまるものが多いため、「不明」の
割合が突出しているという特徴がみられま
した。また、全般的指標を用いる割合が、
英国と比較すると高い結果となりました。
これは、ESG関連インデックスへの組入れ
や、外部のESG評価機関によるレーティ
ングを評価に用いる企業が多いことが影
響しています （図表2～3参照）。

出典：公開情報を基にKPMG作成

図表1 エグゼクティブ報酬においてESG要素を考慮する割合
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© 2022 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. KPMG Insight Vol.56    4

S
u

stain
ab

ility

ESGインデックスやESG評価機関のレー
ティングは、投資家による投資の判断に
織り込まれる動きが広く見られ、その影
響力は年々高まっています。外部のESG評
価機関による評価は、評価手法が明確で
あるならば客観性が高い指標といえますが、
評価結果のデータの質や評価プロセスの
透明性・信頼性に関する課題も指摘され
ています。それについては、2022年7月、金
融庁のESG評価・データ提供機関等に係
る専門分科会が、ESG評価機関やその評
価結果を利用する投資家等に期待され
る行動を提言する報告書を取りまとめま 

した。
評価機関による評価は、あくまで各機

関が独自に設定した基準に基づく評価の
結果です。したがって、企業固有のESGア
ジェンダや企業価値との整合性が必ずし
も強固であるとは限らない点に注意が必
要です。

3. インセンティブ付けに用いられてい
るESG指標のカテゴリー

次に、報酬設計に組み入れられている
ESG指標のカテゴリーについてです。
英国のFTSE100企業は、年次賞与、長

期インセンティブプランともに、組入れの
割合が高い順に、環境（E）、社会（S）、ガ
バナンス（G）となりました。TCFDの提言に
基づく気候関連の開示の制度化が先行
する英国においては、環境に関連する指
標がエグゼクティブ報酬の算定に組み入
れられる割合が高くなっているものと考え
られます。
一方、日本のTOPIX100企業では、前節

で示した「ESG指標の種類」に続き、年次
賞与、長期インセンティブプランともに具
体的な指標が不明である割合が最も高
い結果となりました （図表4～5参照）。不
明の割合が高い理由としては、「ESGへの
取組み状況」「ESG目標への貢献」といっ
た具体性を伴わない記載や、外部のESG

評価機関による評価の改善度といった
ESGの具体的な課題へのアウトカムに直

接つながらない記載が多く見られたことが
挙げられます。
また、年次賞与については、環境に関す

る指標よりも、社会に関する指標が多く
採用されている点も、日本のTOPIX100企
業の特徴です。これは、日本では足元の
課題として従業員のダイバーシティ推進
があり、関連する指標をインセンティブ設

計に組み入れている企業が比較的多いた
めと考えられます。

図表2 ESG指標の種類（年次賞与）

出典：公開情報を基にKPMG作成

TOPIX100（2021年） FTSE100（2020年）
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図表3 ESG指標の種類（LTIP）

出典：公開情報を基にKPMG作成

TOPIX100（2021年） FTSE100（2020年）
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Ⅲ

役員報酬とESGの関連付け
にいかに着手するか

ここまで、英国と日本の企業におけるエ
グゼクティブのインセンティブ設計にESG

に関する評価がどの程度、またどのように
組み込まれているかを、企業の開示情報
を基に確認しました。この結果からもわか
るように、すでにエグゼクティブの報酬設
計に、ESGの要素を組み入れる取組みを
はじめている企業がある一方で、特に日本
企業においてはその取組みが発展途上で
あり、まだ取組みの端緒にも就いていない
企業も多くあります。
そこで、本節ではエグゼクティブ報酬に

ESG要素を組み込むための検討をはじめ
る際に考慮すべき5つのポイントについて
説明します。

1. そもそもESG課題への貢献を報酬設
計に組み入れる必要があるのか？

業務執行の推進を担うエグゼクティブ
の報酬は、長期的視点で企業価値を向
上させ、サステナビリティに関する課題に
真摯に向き合いながら業務遂行を行うた
めのインセンティブとして、クリティカルな
要素と言えます。したがって、ESG課題へ
の貢献を報酬設計と連動させることは欠
かせない取組みであると言えるでしょう。そ
のため、まず検討すべきなのは、どのESG

指標がビジネスに適合しているのか、また、
それらの指標を測定可能な方法でどのよ
うに組み込むことができるのかという点です。
同業他社の状況や投資家の視点の理

解は当然のこととして、それ以上に、自社
のESGアジェンダやビジネスの持続性の
ために、何をすべきかの理解が肝要となり
ます。

2. 長期・短期のどちらのインセンティブ
に紐付けるか？

ESGをエグゼクティブ報酬に関連付け
ることがビジネスにとって適切であると判
断した場合、次に考慮すべき点は、ESG指
標を報酬設計上におけるどの要素と関連
付けるかです。

ESGの取組みの多くは長期的なもので
あり、長期インセンティブプランの実行期
間よりも、さらに長期である場合が多いと
考えられます。これは、現在のマネジメント
チームの任期を超える可能性が高いとい

うことです。
この課題に対応するには、まず短期・長

期それぞれのインセンティブプランに適用
すべき測定可能なマイルストーンを特定す
ることです。そして、エグゼクティブは長期
的かつ野心的な目標に向けたステップに
対して責任を持ち、また外部に対する明
確な説明責任も負うという点を認識する
必要があります。

図表5 ESG指標のカテゴリー（LTIP）

出典：公開情報を基にKPMG作成

TOPIX100（2021年） FTSE100（2020年）

E S G 不明

0%

11%

8%

3%

15%

19%

9%

2%

図表4 ESG指標のカテゴリ（年次賞与）

出典：公開情報を基にKPMG作成

TOPIX100（2021年） FTSE100（2020年）

E S G 不明

0%

3%

9%

4%

14%

26%

18%

4%
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3. 特定の指標を用いるか、全体指標を
用いるか？

ESG課題への貢献をインセンティブプ
ランに組み込む場合、評価の方法として
は、組織全体を下支えする取組みの成果
をはかる全体指標による測定、特定の具
体的な取組みの成果をはかる個別指標に
よる測定、報酬委員会などの裁量による
判断などが考えられます。
今回の調査結果からは、個別のESG指

標を用いることが一般的であると言えます
が、いずれの方法にも、それぞれ長所と短
所があり、投資家によっても評価が異なり
ます。自社の戦略や目標に適したものを
選択する必要があるでしょう。

4. どのESG指標を組み込むべきか？

ESG課題への貢献を役員報酬に結び
つける際にどのような指標を選択するかは、

検討が必要となる大きな要素の1つです。
今回の調査の結果、英国のFTSE100

企業では環境 （E）に関連する指標が、日
本のTOPIX100企業では社会 （S）に関連
する指標が多かったことからわかるように、
どのような指標が適切であるかは事業の
性質や顧客の状況によって異なります。（図
表6～7参照）投資家の見解も参考にしな
がら、広範なESGアジェンダやビジネス戦
略全体と整合した指標を選択することが
肝要です。
指標を選択したら、適切な目標を設定

することも大切です。測定可能であり、か
つ各エグゼクティブメンバーの役割との関
連性が明確である必要もあるでしょう。

5. ESG評価が占める適切な割合とは？ 

ESG指標の導入を決定したら、それが
全体に占める割合を慎重に検討する必
要があります。

英国KPMGの専門家によれば、ESG評
価の総合的な割合は約10～15％が一般
的であるものの、3％程度の企業もあれば、
30％を超える企業もあるようです。つまり、
適切な割合については、どの企業にもあて
はまる正解があるというわけではないという
ことです。
また、企業がサステナブルであるために

は、長期的価値の創造の観点から、影響
の大きいステークホルダーの課題解決に
資する形で収益を獲得し続けることも大
切となります。そのため、ESG評価の割合
が過度に高くなることが必ずしも望ましい
わけではないと考えます。
大切なのは、インセンティブとしての報

酬パッケージ全体のなかで、ESGの要素
を重要かつ不可欠なものとして位置付ける
こと、そして、何よりも自社のビジネス戦略
およびESGアジェンダの文脈と整合してい
ることであると考えます。

Ⅳ

役員報酬が果たす役割

ESGに関する課題が、将来の企業価値
に大きく影響し得るとの認識は浸透しつ
つあります。企業は、標榜するパーパスや
長期的ビジョンの実現に向け、ESGの要
素を含む幅広いレンズを通して、将来に
向けた戦略を立案し、さまざまな取組み
を進展させています。

図表6 英国のFTSE100企業で使用されている指標の例

E：環境 S：社会 G：ガバナンス

排出量レベル 多様性とインクルージョン コーポレートガバナンス

持続可能な生産 文化 株主との関係

エネルギー効率 従業員エンゲージメント 贈収賄および腐敗の防止

廃棄物管理 コミュニティ 取締役会の構成

出典：公開情報を基にKPMG作成

図表7 日本のFTSE100企業で使用されている指標の例

E：環境 S：社会 G：ガバナンス

温室効果ガスによる環境負荷削減 労働災害の件数 ガバナンス態勢の強化

気候変動の緩和と適応への貢献 従業員エンゲージメントの向上 政策保有株式削減額

自然資本の持続可能性向上 女性管理職比率 社員が活躍できる経営基盤

環境課題解決への貢献 製品・サービスの品質・安全性 CGコード対応の充実

再生可能エネルギー使用率 社員の有給消化率 監督と執行の機能の明確化

ー 男性育児休暇取得率 ー

ー 顧客満足度の向上 ー

出典：公開情報を基にKPMG作成
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エグゼクティブ報酬とESG課題との連動　- 日英比較に見る現状、そして今後に向けて-Sustainability

それらの取組みの成果を確実に得て、
企業価値に結びつけていくためは、経営の
大方針を定め、その方針に基づく業務執
行を監督する取締役、そして業務執行の
推進を担うエグゼクティブによるリーダー
シップが不可欠です。そうした役割を担う
経営陣が自らの役割を認識し、その役割
を果たしていくためのインセンティブとして、
現行の報酬プランは充分に機能している
かを見直す必要性は高いと考えます。サス
テナビリティの要素を考慮し、ビジネスを
変革させている企業は、その戦略が報酬
設計にも反映できているか、今一度見直
す必要もあるでしょう。
そして、報酬プランをインセンティブとし

てより機能させるためには、企業が実現し
たいパーパスや長期ビジョンとの整合性
が大きなカギとなります。加えて、報酬を
算定する際に用いる指標が明確であるこ
とも大切です。

ESGパフォーマンスと報酬の連動は、
企業が長期的なサステナビリティへのコ
ミットメントを示し、倫理的な行動を促
すものでもあります。業務執行の役割を担
う経営陣は、ESGと整合した組織文化を
トップダウンで創造し、自らの意思決定
がESGに及ぼす影響を自ら確実に考慮し、
ESGアジェンダ遂行の推進力となることが
期待されます。
金融庁は2022年 6月13日、「金融審議

会 ディスクロージャーワーキング・グルー
プ報告 -中長期的な企業価値向上につな
がる資本市場の構築に向けて-」を公表し
ました。このなかで、有価証券報告書にお
いても、報酬委員会の機能発揮への関心
の高まり等を背景に、報酬委員会の活動
状況のより詳細な説明を行うことが提案
されました。今後、報酬委員会には、報酬
決定プロセスにおける客観性や透明性の
向上に加え、役員報酬がESGアジェンダ
をサポートしていること、そしてサステナブ
ルな成長を促していることのモニタリング
と説明責任の発揮が期待されると考えら
れます。

1  サステナブルな成長に向けた報酬 － 

エグゼクティブ報酬とESGの連動に関
する日英比較

  https://home.kpmg/jp/ja/home/

insights/2022/06/sustainable-value-

service-20220609.html

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/sustainable-value-service-20220609.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/sustainable-value-service-20220609.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/sustainable-value-service-20220609.html
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Sustainable Value Insight 
動画シリーズのご紹介

KPMGサステナブルバリューサービス・
ジャパンは、サステナブルなビジネス戦略
に基づく経営（サステナビリティ経営）を目
指すクライアントをサポートする取組みを
加速させる施策の1つとして、Sustainable 

Value Insight動画シリーズを展開してい 

ます。
基本的な概念から最新動向まで、マネ

ジメントや実務担当者の幅広いニーズに
応えるコンテンツを、各回8分程度の短時
間の動画にまとめて解説しています。

Point

（1）  サステナビリティ経営を志向する
マネジメント向けに、重要ポイン
トを抽出

本シリーズでは、KPMGジャパンの専門
家が、サステナブルなビジネス戦略に基
づく経営を実践する上で、おさえておくべき
事項の正しい理解の一助となるポイント
を選定し、動画内容に盛り込んでいます。
「誤解が生じやすく誤用も散見される概念」
や「いまさら聞けない基本用語」も取り扱っ
ています。

（2）  各回8分程度の動画シリーズで構
成され、短時間での効率的な学習
を支援

本シリーズは、サステナビリティ経営を
実践する上で、特に重要度が高い内容を
抽出し、各回 8分程度の短い動画にまと
め、KPMGジャパンのホームページ／会員
制サイトで公開します。時間や場所を問
わず、スマートフォンで手軽にご視聴いた
だけるため、多忙なマネジメントやサステ
ナビリティ関連業務担当者の効率的な学
習に寄与します。

（3）  「概念編」 「トピック編」 「動向編」
の3部構成で、毎月2～3本を順次
公開

本シリーズは、「概念編」「トピック編」
「動向編」の全3部で構成されています。各
編の内容は以下の通りです。

概念編 サステナビリティ経営の根
幹となる概念

トピック編
気候変動や人的資本など、
サステナビリティ経営にお
ける重要トピック

動向編
国際サステナビリティ基準
審議会（ISSB）の公開草案
の解説など、最新動向

（4） 業種別SASB基準
サステナビリティに関して求められる対

応は業種別に大きく異なります。
SASB基準では業種別に重要と考えら

れる開示トピックが定められています。
なぜその開示トピックが当該業種で重

要とされ、開示が推奨されているかを中心
に解説しています。
（業種別に順次公開中）

主なコンテンツ
概念編
・サステナビリティとはなにか？
・マテリアリティを考える　他

トピック編

・気候変動と脱炭素
・人的資本　他

動向編

・ 日本の企業報告に関する調査 2021 

ハイライト
・ IFRSサステナビリティ開示基準（ISSB

基準）の公開草案
・ 日本企業のTCFD提言に沿った情報
提供の動向2021　他

業種別SASB基準

・SASB基準の特徴と構成
・電気電子機器

・バイオテクノロジー・医薬品他

▼ 動画視聴ページ

関連情報

ウェブサイトでは、社会的課題の解決を通じて、サ
ステナブルバリューの実現を目指す組織の変革に
資する的確な情報やインサイトを提供しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2021/07/sustainable-value.html

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMGサステナブルバリュー・ジャパン

 susbainable-value@jp.kpmg.com

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/07/sustainable-value.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/07/sustainable-value.html
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